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令和４年度における審議方針及びスケジュールについて 

 

１．諮問内容 

【協働の自覚につながる情報発信の取り組みについて】 

⇒ 関連条文・・・第３条第２項、第２４条 

 

（条例の位置付け） 

第３条  

２ 市民等は、まちづくりに参加するに当たり、この条例の趣旨を尊重するよう努める

ものとします。 

（情報提供） 

第２４条 議会及び執行機関は、情報提供をするに当たり、新しい媒体の活用を検討す

る姿勢を継続するとともに、分かりやすく、かつ、効果的な方法及び内容で行わなけ

ればならないものとします。 

 

 

◆経緯 

〇H28年度答申における「条例に対する理解を深める取り組み」への提案 

※答申より一部抜粋 

【効果の確認と取り組みの改善】 

条例に対する理解を深める取り組みについては、その効果を確認・評価し、改善 

しながら取り組んでいくこと。 

 

 

 

〇市の自己評価 

答申後、様々な取り組みを実施しているが、５年経過した現時点で市民への協働の意

識の浸透には至っていない。 

しかし、普段の生活の中に「協働によるまちづくり」につながる活動が数多くあり、

協働していること自体に気づいていない人もいることから、協働の自覚につながるよう

な取り組みが必要ではないか。 

また、協働を発信する市側も、「協働」とは何かを曖昧に捉えたままで情報発信をし

ていたのではないか。 

 

 

 

〇今年度の審議会 

・初年度から５年経過した時点で、再度「協働とは何か」を共通認識する。 

・現在の情報発信の取り組みにおける課題や問題点を検証し、協働の自覚につながる効

果的な取り組みについて改善点などの提案を行う。 

 

 

取組実施 

見直し 

資料５ 



２．審議の手順 

■第１回審議会 

・「協働によるまちづくりに関する市民意識アンケート」の R1～３年度の推移について、

令和４年度の審議方針等について説明。 

・「『協働』によるまちづくり」についての議論 ⇒「協働とは何か」の議論を行い、共

通認識を形成する。 

 

■第２・３回審議会 

・協働の自覚につながる情報発信の取り組みの現状や課題などについて、事務局におい

て資料を整理し、説明。 

（議論の参考としてもらうため、市民協働課の取組や市全体の取組を説明） 

⇒上記の説明をした後、評価、検証、改善点の提案などを行う。 

 

💡 課題に対する審議のポイント（案） 

① 協働に関する情報が、より効果的にターゲットに届く手段・内容について 

② 市民目線に立った協働のメリットや意義について 

③ 誰もがまちづくりの一員という意識を持ち、自発的な取り組みにつなげるための発信について 

など 

■第４回審議会 

・答申（案）の検討と承認 

 

３．今後のスケジュール（予定） 

 日 程 内 容 

第１回 
７月１９日 

※本日 

○委嘱状交付  〇組織会 

○諮問 

○令和３年度答申への対応について報告 

○「市民アンケート」の３年間の推移について説明 

○令和４年度の審議方針等について説明 

〇協働によるまちづくり基本条例に関する説明 

〇「協働によるまちづくり」について議論 

第２回 ８月下旬～９月上旬 
○諮問事項に関連する事業の実施状況の評価 

及び改善点等について協議① 

第３回 10月上旬 
○諮問事項に関連する事業の実施状況の評価 

及び改善点等について協議② 

第４回 11月上旬 ○答申（案）の検討・承認 

答 申 11月～12月中旬 ○市長に答申書を提出 

 


